
建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料（認定表示（eマーク）申請手数料） （令和5年3月施行）

ﾓﾃﾞﾙ住宅法、仕様基準又

は誘導仕様基準による場

合

ﾌﾛｱ入力法、仕様基

準又は誘導仕様基

準による場合

200㎡未満のもの ３４，４００円 １７，７００円

200㎡以上のもの ３８，４００円 １９，１００円

300㎡未満のもの ９，７００円 ３３，１００円

300㎡以上2,000㎡未満 ２１，０００円 ５８，０００円

2,000㎡以上5,000㎡未満 ４６，０００円 １０４，０００円

5,000㎡以上のもの ８１，０００円 １５７，０００円

ﾓﾃﾞﾙ建物法による場合 標準入力法等による場合

300㎡未満のもの ９，７００円 ８７，１００円 ２２７，１００円

300㎡以上1,000㎡未満 １６，７００円 １１０，７００円 ２８４，４００円

1,000㎡以上2,000㎡未満 ２７，１００円 １４５，７００円 ３６７，１００円

2,000㎡以上5,000㎡未満 ８０，４００円 ２３５，７００円 ５２３，７００円

5,000㎡以上10,000㎡未満 １２８，０００円 ３０９，０００円 ６４６，０００円

10,000㎡以上25,000㎡未満 １６１，０００円 ３７１，０００円 ７６３，０００円

25,000㎡以上のもの ２０１，０００円 ４３５，０００円 ８７１，０００円

(注１）

(注２）

(注３）

(注４）
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２８１，０００円

１９６，０００円

１１６，０００円

６９，１００円

共同住宅の表示認定において、仕様基準より計算を行う場合の場合の手数料の額は、当該住宅部分全体の床面積から当該住宅部分の共用部分の床面積を除いた床面積に

より算出した額とする。

住宅部分の額及び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。

標準入力法等による場合

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によっ

て非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、標

準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

適合証なし

〔板橋区手数料条例別表172の５の項抜粋〕 適合証あり
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共同住宅の表示認定において、性能基準またはフロア入力法により計算を行う場合、共用部分を除くことができる。この場合の手数料の額は、当該住宅部分全体の床面

積から当該住宅部分の共用部分の床面積を除いた床面積により算出した額とする。

一戸建て住宅 ５，１００円


